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処　分　庁　　　　　　　　 ‥一
卜大阪市住之江区保健福祉センター所長

審査請求人が、平城･18 年１ ２ 月 １９日付けで提起､した生活保護法辷
基づく保護変更決定処分に一係る審査請求について√次のとおり裁決する。
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主 文

処分庁が、平成１．８年１０月匸卜3 日付け･で行った生活保護法
に基づく保護変更決定処分を取り消す。

理

第１　審査請求の趣旨及び理由

由

１　 審 査 請 求 の 趣 旨　　　　　 二　 ∧　 ∧　　　　 ＼ ， 厂 ／　　　　 ＼
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本 件 審 査 請 求 め 趣 旨 は ． 処 分 庁 が 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 付 け で
,･　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

丶
ダ 審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う ．） に 対 し て 行 っ た 生 活 保 護 法

二 （ 以 下 「 臉 」 と い う ．卜 に 基 づ く 保 護 変 更 決 定 処 分 （ 以 下 「 本 件 変

更 決 定 」.‘と い う ．） の 取 り 消 し を 求 め る も の と 解･ さ これ る ．

２卜 審査請 求 の理 由

1本 件審 査請 求 め理 由の要 旨は、 次のとおりである。

（t ）･｡本件変更決定は･、請求人と㎜ （､以下「㎜ 」･という。）
“　’を同‐ 世帯であると認定したうえ、２人世帯とし弋 の生活傑護費
≒卜ｔ 支給すると一いうものである､６そもそも、I海が世帯単位の原則（法
、10 ダ条）を採用したIのは√通常√市民が生活をしていく上で、そ
の収入や支出は、いわゆる家計として世帯単位でなされているこ
と･から、個人単位の原則を排除してなされたものである。したが
って、世帯の認定の中心となるべき要件は、家計･を同/じくすると
いうことであり、同＝の住居にいるか否か｡で降ない（『改訂増補；
生活保護法の解釈と運用』･小山進次郎著）。

二; ・本件においで、両名の間に･は、①何ら∧親族関･係がなぐ、②法律
｡よ 何らの扶養義務関係になく、③住･民票上も別世帯であることに

匸 っ’いては、･争いがない。そのうえ、l以下に指摘するように、一両名、



は 、 ④ 家 計 も ま っ た く 別 々 あ､る。 す な わ ち 、 両 名 は 。 そ れ ぞ れ 自

己 の 収 入 を 各 人 で 管 理 し て お り 、 そ の 管 理 状 況 に つ い て は･、 各 人

が そ れ ぞ れ 家 計 簿 を つ け･て い る 。　　　　　　 ‥

そ し て 、 家 賃、＼及 び 、 光 熱 費 に つ い て は 、 す べ｡て 両 名 で 折 半 し

て い る 。 日 用 品 に つ い て は 、基 本 的 に は 各 人･が そ れ ぞ れ 自 己 の 使

用 す る も‘の を 購 入 し て お り 、両 名｡が 共 通 に 使 用 す る｡物 に つ いて は 、

購入 費 刋 を す べ て 折 半 し て い る 。･食 事 につ い で は 、 そ れ ぞ れ ア ル

バ イ ト 先 で 食 べ る こ と が 多 く √二 人 の食 事 を 一鰭 に 調 理 す る こ と
。　　　　　　、　　　　　　　　　　Ｉ　　　　－　　　　　　　●は ほ と ん ど な い｡。洗 濯 も 原 則 と し て 各 人 が そ れ ぞ れ 別 々 に 洗 濯 し

ﾉで い る 。　　　　　　　 ・･卜　 厂･ ’ :　”　　　 －　　:I　ｽ/･･　･｡　゛
以 上 の 諸 事 情 か ら す れ ば 、 両 名 を 同 一 世 帯 と 認･定 す る こ と は で

きょな い の で あ っ て･、 両 者 は･そ れ ぞ れ 別 の世 帯 と して 認 定 さ れ 、 別

の 世 帯 と し て 保 護 が 開 始 さ れ な け れ ば なら な い 。･に も か か わ ら ず 、
㎜㎜㎜■冖･, ° . .･-･.--･ ●･･･-..･.~ --･....･･ ―･.-■I-･ ･■･･　　 ・　　･･････=･.la==････=･････I･･･ ¶ ■XJ　....　　　　F ･ ■　　　　 ■　　 ■■　　a=･=　･･

/ 両 名 を 同 ＝- 世 帯 と し て 認 定 し たﾝ 本 件 変 更 決 定 は 明 ら か に 違 法

■　 ●　　 ・　･･　　　 ．　　　　　　 ・　　　　 ●　　　 「　 ●●　　　　 ．　　　　 ． ●　　 ●　　　　 ・　　　 ●

コ 一あ. る ．．

で

（ ２ ） ま た √ 両 名y を 同 一 世 帯･ と して 認 定 し た 本 件 変 更 決 定 は ４ 以 下 に

述 ぺ る 点 に お い て 、 不 当 で あ る ． す な わ ち 、 両 名 は ． ま っ た く 親

づ ．族 爵 係 に な く √ 法 律 £ の 扶 養 義 務 関 係 に･も な い にl.も か か こわ ら ず ．
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　 ¶＼ 本 件 処 分 は 、 箭 求 人 を 世 帯 主 で あ る と み て 、 請 求 人 に 対 し て ２ 名

分 の 保 護 費 を 支 給 す る も の で あ っ 七丁 ㎜ に 対 し て 保 護 費 を 支 給

す る わ けT さ は な い ． つ ま り 、 ２ 名 分 の 保 護 費 を 受 け 取 っ た 請 求 人

‘ が そ れ を ど の よ う に 費 消 す る か に つ い てi 法 的 に は ．t㎜j に は 向

■●　　　　●　１　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　●㎜　　　　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ら の 権 限 も な い の で あ･ り 、 万 が､一 、 請 求 人 が 保 護 費 を 個 儀 的 に 費
■　　　●　　　　　■　　　　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●
二 消 し て し ま. つ て も 、.㎜ と ‾t て は 如 何 ど も し が た卜い の で あ る ．

‥　 ま た ． 両 人 と も/、･ 現 在 は ． そ れ ぞ れ ア ル バ イ. 卜.収 入 が あ り 、 こ

の ア ル バ イ 卞 収 入 の 一1 部 が 収 入 騾 定 さ れ て い る とﾐご ろ 、洛 人 と も

月 に よ っ て ア ル バ イ斗･ 収 入 の 金 額 が 変 動 す る た め 、 ２ 人 世 帯 と し
・　　 ●　　　・　　　　　　　・　ｌ ・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　・
て 支 給 さ れ 七 い･ る 保 護 費 の ヴ ち 、 い ぐ ら が 請 求 人 に 対 し て 支 払 わ

ｆ　　．　　　　　　●●　　・　　　　　　　　　　　　ｉ
れ 、 い く ら が ㎜ に 対 し て 支 払 わ れ た の か 、･計 算 す る･ こ･と･ が 容 易

で は な い ． し か も 、勤 労 に 伴 う､ 必 要 経 費 （ 勤 労 控 除 ） に つ い て は 、
¶　．　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　●Ｉ　　　　ｌ　　●

､世 帯 の な か の ｌ 人 目.と ２ 人 目 とづで ’啅 、･=控 除 さ れ る 金 丿額 が 異 な っ て

しい る （r 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施ぐ薺 領 匕 う いて ↓ （ 昭 和 ３ ６ 年 ４

∇ 丹l 旧 厚 生 省 発 社 第､ Ｌ･２ ３ 号 厚 生 事 務 次 官 通 知i（ 以 下 「’厚 生 事 務 次



● －ｉ 丶 － ●
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官通知」という。）第７ － 3 -  (4) 参照）。それゆえ、請求人と
㎜ とで、支給された２名分の保護費をどの､ように分配すべきか
を計算することはほとんど不可能である。･二人それぞれが別々に

ｆ　　　　・　¶自立に向けて努力して･いるにもかかわらず、両名の収入が渾然一
体となって計算されてしまうため、かえって、両名め自立が阻害
されかねない結果となっているのであり･、きわめて｡不当である。

( ３) さ ら に 、 本 件 変 更 決 定 が 両 名 を 同 一 世 帯 と 認 定 し た こ と は 、 以

下 に 述 べ る 点 に お い て も 違 法 か つ 不 当 であ る厂。 す な わ ち４ 平 成

１ ８ 年3ﾚ 月 １ ５ 日｡に 両 名 が 現 住 所 地 に お い て 同 居 を 開 始 し た 時

卜 点 に お い て は'、 請 求 人 に つ いて の み 、 単 身 世 帯 と し て 、 生 活 保 護

が 支 給 さ れ て い｡た。 つ ま り 、､処 分 庁 も･。 そ の 時 点 に お い て は 、 両

名 は 別一々 の 世 帯 で あ る と 認 定 し て い た の で あ る。　　・　、ｌ

… …… そ の聾 √'鬨『名-の 生 活 実 態 昧 ないに
‥も･変 化 が/な い‥に もｰ'か かﾚわ'ら ず √ ‥

本 件 変 更 決 定 時 に は 、 突 如 と し て 、 従 前 の 認 定 を 覆 し て 、 両 名 を

同 一 世 耆 と 認 定 す る に 至 っ た の で あ る が 、こ の よ う に 認 定 が 変 更

卜 さ れ る こ と に､つ い て は 何 ら､の 説 明 も な さ れ て い な､い 。　　　　 ＼

（･4 ）以 上 のとお り、本件 処 分 は、違法かつ不当であ って不服である。

第2. 十 当庁 が 認定 し た事 実及び 判 断

１ 当庁 が認定 し た事 実

ど　≒　Ｉ
､（.1）平成一18年３月１５日以降、請求人と㎜ が現住所ｔ において

同居していること．卜　　　　 ＼　　　　=二　　・
なお.、両名は住.民基本台帳上、･別世帯であり、また戸籍上、

親`族擱係及び扶養義務関係に.ないこ･と．　　 １　　　　　　　　▽

（2. ）平成１８年３月２３日付けで、’処分庁は諳求人に対匸 ㎜
㎜ 区からの移管にぷり、向年６月ｉ 日から単身世帯とし弋保護

卜 を開始する旨通知したこと．犬上　　　．　　　　 ‥　　　　 一
この時点で、㎜ は、･就労収入があり、､､保護を受給していなか

≒ らたごと６　 ’．　･、　　　･･　　　・　　　　　‥　　／　卜



（ ａ ） 平 成 １ ８ 年1 こｏ 月 多 日 レ 処 分 庁 は 、: ■ か ら 、 収 入 が ’な く 困 っ

ｊて い る こ と を 理 由 と じ た 保 護･開 始 申 請 書 を 受 理 し た こ 七 ．　-･

●　
．　　　　　　 ●　●　　　　　　 ●　　　　　　　　・　　　ｌ　　　　　　　 ’ Ｉ　　　●
｀　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　 ’　　　　　 ．･　　　．･　　　　･ -．．” ｀ﾌ. ‘F ･

ぐ4 ） 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 付 け で 、 処 分 庁 は 請 求 人 に 対. し 、 同 月

∇ １ 日 付 け で ㎜ を 同 ２･ 世 帯 員 七 ’゚し て 保 護 を 開 始 す る 旨 通 知 し た

ご と 。　　　　　　　　　　　　　　 ｌ　　　　　　 厂

（ ５ ）ふ処 分 庁 が 提 出 し た 弁 明･ 書 に は 、 生 活 保 護 手 帳 の. （ 別 冊 問 答 集 問

二3 曵 ）答 え に も 世 帯 員 の ひ と り が 自 己 の 得 た 収 入 の う ち 若 干 お よ

び= 相 当 部 分 を 家 計I の 中 心 者 に 手 放 す ご とjな く 、 直 接 物 資 の 購 入 丿等

厂 に あ て ｔ い･ る 事 実 が あ る と し て も ４ そ の こ･ と は そ の 者 を そ れ ぱ 外

レ の 者 と 別 世 帯 と し て 認 定 す る 決1 定 的 な 要 素 と は な ら な い √､ と あ

I　　　　　●　・　・　I I･　 ・　､･　　　　i　　　　　　　　.　　 ・　　●　－　　　　･I●●･･･　･Ia･･I■･･　･I　　　　　　　　●　　　　......-､...　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　・　　　　X,㎜二 るｌ 」r 同 一 のl住 居 に 居 住 し √ 生 活 を 営 ん で い る の で あ れ ば 同 一 世

:/　 帯 と 認 定 す る の が 適 当 で あ る とI思 料 す る ． 本 件l に う い て は 有 機 的

な 生 活 共 同 体 が 構 成 さ れ て い る こ と が 推 測 さ れ 、 別 世 帯 と 認 定 す

る 根 拠 は き わ め て 薄 弱 と い わ ざ る 禽 得 な い も ので あ るい．」 と 記 載

∧　 さ れ て い る こ と ．＼ ・　　　 ．、
‥‥‥‥ ‥ ‥‥‥ ‥ ‥‥ ‥･

２　 判　 断

（１）法第１０条では√「保護は、I世｡帯をﾚ単位としてその要否及び程
／ 度を定めるものとする。但し、これiとよりがたいときはご 個人を
単位として定めることができる。･」と規定されている。　　　卜
なお、「･世帯」と’は、通常社会生活上の単位として、･居住汲 び

＼生計をともにしている･者の集まりをいうが･、｡｡法に規定する「世帯
｀　単位の原則」･における「世帯」は√保護が経済的援護を主体とす
るところから、主に哇 計の同一性に一着目して、社会生活上現に家
二計を共同にして消費生活を営んでいると認められるひとつの単
‥位をさして･いわれていると解されてい･る。卜　　　:…………ﾌ ’

(･2/) 厚生事務次官通知第'１では√｢同一の住居に居住し、生計を一
一に･じている'者は、･･原則･として同一世帯員Iとして認定すること。｣
と規定しているlが4.ごれ臑、､生計を→にしているか否かの･認定が



・ W 4  ●

主として事実認定の問題であるところから、比較的事実認定が容
易な同一居住という目安をあわせて.もちいることとしたもので
ある．他に.重要なものとしては、居住者相互の関係（親族関係の
有無、濃密性）があるが、判定が困難なケースについては、更に：
消費財及びサービ‥スの共同購入・消費の共同、家事労働の分担、
戸籍・住民基本台･帳の記載事実等の･事実関係の正､礑な把握に基づ一
き．個々･の事例に即して適正な世帯認定を行うこととされている．

（３）ところで、生活保護手帳の別冊問答集問３の答えには、設問に
おいては、甲、甲の子乙及び丙の三人世帯において、甲の発病に

より、乙の給与収入 が世帯の唯一の生計源となっていること、乙
が購 入した物資を世 帯員 が共 同で消･費二して い るこ と等 の事 実 が
みら れ√甲、乙及び丙の３人をもって有機的な生活共同体が構成

’一されて いることー が推察‥さ∇れ＼る こしと から 、甲及Iぴ丙 と乙 と=を 別 世帯
と認 定 す る 根 拠 は溷 めて 薄弱であ るといわざるを得ないとされ

てい る。 犬　へ　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　▽

（４）そこで、処分庁は、前記第２の１の（５）の認定事実のとおり
生舞保護手轡.の別冊問答集問３の容.え･を引･用し、請求人と皿 が
別世帯と認定できない旨主張するが、当該事例については、上記
（３）のとおり卜甲の子である乙の給与収入が世.帯の生計源であり、
．乙が購入した物資を親族関係にある世帯員が共同で消費してい
ること等の事実がみられることから、本件とは異なるし事例であっ
て、参考とす.べき事例にはならないと考えられる．

（５）ご本件の場合、前記第２のｌ の（１）の認定事実のとおり．請求
二人と■ 咏、つまず、①住民基本台幔上、ﾚ別世帯であること、②糾
族関係にないこと√③扶養義務関係にないこ､と、.が認められるた
め、居住屠柑互の関係（親族関係の有無√濃密性）において、請

、 東人･と■ ﾀﾞ･、同二一ぎ住であることをもって、ただちｿに同一世帯
であると判断す るのは無理がある．次に．前記（ｌ）及び（２）
のとおり、「世帯」は、社会生活上現に家計を共同にして 消費生
活を営んでいると認め･られる:ことが必要であるが、これ.について
＼は、家庭訪問.等IによりＳ請求人らの居住実･態を把握し.、家計簿等
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の提示を求めて、消費生活の実状を把握して･、現に家計を共同に
して消･費生活淹営んでいると認められるか否かを判断すべき･と
ころ、処分庁ぱこれらの必要な調査をせずに、'本一件変更決定を行
ったものjと認められる。　 ／　　　。･

（６）まlた、ﾚ屬分庁は、前Ｅ第２の亅 の（1･）及び（21）の認定瀋実
のとおり、請求人と㎜ が．同一住居で生活していた､にもかかわ
らず．請求人の単独世帯として保護濠開始した.こ･とが認められ、
処分庁･が両名が有機的な生活共同体であるとはみていなかった
にも関わらずい本件変更決定において同一世帯として扱ったこと
は、恣意的であるといわざるを得ない．　　　　　　　　　　へ

（７） したがって√本件一変更決定については取り,消 すのがー妥当 であ るーと,－－レ｡一
判 断する。　卜　　　　　＼　　　　　　　ｌ　　，

以上の理･由により、行政不服審査法第･４.0条第３項の規定を適用して
主文のとおり裁決する。　　　　　　　　　　　　　　。　卜 白

平成２０年６月３日

審査庁　 大阪府知事･　橋下

教 －ポ

この裁決に不服があるときは√この裁決があ９たこ;とを知った日の翌
日か･ら起算して３０日以内に、厚生労働大傴･に対し再審査請求をするこ

とができます（なお、裁決があったことを知った日の翌旧 か弓起算して
３ ０日以内であっても、裁決があ｡９た日の翌日から起算して１年を経過
すると再審査請求をするごとができなぐなりま す。）’。 ’　　　　／
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ま た 、 こ の 裁 決 に つ い て は 、 こ の 裁 決 が あ っ’た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日

か ら 起 算‘し て ６ 箇 月 以 内 に 、 こ の 裁 決 の 前 提 と な る 決 定 を し た 市 を 被 告

と し て （ 訴鷙 に お い て 市 を 代 表 す る 者 は 市 長 と な り ま す 。） 決 定 の 取 消

し の 訴 え 煢 、 あ る い は 大 阪 府 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 大 阪 府 を 代 表

す る 者 は 大 阪 府 知 事 と な り ま す 。） こ の 裁 決 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る
｜　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　・　　１　　　　　　　　。。

こ と が で き ま す （ な お 、 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ６ 箇 月 以 内 で あ っ て も 、 裁 決 が あ っ た 日 の 翌 日･か ら 起 算 し て １ 年 を 経

過 す る と 決 定 及 び 裁 決 の 取゙ 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り

ま す 。）。　　　　　　 ダ
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